
罰則など、がないとなれば、全く意味がないと考えます。  

どうか、一刻も早く、このようなバラバラの縦割りの行政指針でごまかすよ  

うなこと■なく、国会審議を経て被験者保護法制を確立する方向へと、行政側から  
も方策を検討していただけますよう、お願い申し上げます。  

以上  
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さいろ杜、2004年、62－65  

8．「こちら特報部」：『被験者保健法制定訴え』『勝手に実験‥・医の倫理は？』  

東京■新聞 2005．乱5  

9．「朝日新聞・石川」：『遺族支えた医師の情念』  

朝日●新聞 2005，6，2  

10．その他の参考資料  
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金沢大岡原を知るために：医深の良心を守る市民の会  08／02／0511：10  

堵医療の良心を守る市民の会意   

金沢大同義を知るために   

はじめに  

卵巣がん患者（K手書ん）が残した思いを遂げるために遺族が起こした「インフォームド・コンセント訴訟j一岬これが  

金沢大学病院を巡る問題の始まりです。病院の坑がん熱投与の臨床試験では、投与する患者を「あみだくじjで決め、患者  

に内緒で行うという、まさに「人体実験jが行われていました。   

その事夷を知った産婦人科の打出音叛医師は、大学病院の敦裸に直訴して、r試験のやり方はおかしいjと異漢を唱えま  

したが、認められず、教授からは「大学に居たいならば目をつむれJとの忠告を受けました。   

打出医師の考えを変えるきっかけになったのは、K子さんが1998年11月にT弁護士に宛てた手紙でした。  

粛がん劇診療のぎLみば貫粛に忍ら履いぽどに辛いものでし度カ〔がンむを磨すた必と窟じて一畳贋命にj野点  

てまいりました。しかしそわカ項：齢の一っだフたことを知日ました。いろいるな蒸を感度ち選者にぼ何の腰  

夢もなしに疫い研ナて∈iゑのです。このようなことカ堺さわるのでしょう戯 r中頻j大学癖鰐の申で，こ  

のようなことカ機密のうちに行わ煎ることば、今夏での靂感材覇に孜フてき庶人克ちのた必にもー 済度これ  

から漬撃療院番窟じて隊昏あ節チるA盈ちのゑめにも、摺らカ）にし忍げれば凍ら患いことだと腰い雷飢  

r実相を明らかにしてほしい」というK子さんの遺志を託された以上、選択肢は1つしかないとの思いで、遺族は199  

9年6月、当時の大学の管理者である国を相手取り姥訴しました。   

金沢地裁は、担当医が患者に無斬でクリニカルトライアルの対象症例として登録し、襲施する化学療法の内容をプロト  

コールに基づいて無作為割付で決定したことに対し、患者の自己決定権を覆審したとして、慰謝料の支払いを命じました。   

しかし、教授の恵に反して、恕客遺族側に立ったことで、打出医師は大学病院内で「内部告発者Jとして冷遇され続けて  

います。大学側の処遇に射し、打出医師は学内のハラスメント防止委員会に申し立てをしましたが、満足のいく結果は得ら  

れていません。   

多くの病院が「患者中心jや「患者本位jなどの基本理念をうたっていますが、医療従啓者が患者のために本当に良心に  

基づいた行動をとると、r内部告発者」というレッテルを貼られ、不利益透こうむることがある実情を知ってください。  
＿＿．＿■．＿＝．．．．－叫－‖ ▼、■■．‖■＝，｛・－－・■＝■・・■・・▲一－・＝・・・・■＝・＝一、＝■＝‥－・■・・■■－＝－■・■‥い－、トー・・い－＝い・－・‥・一・＝・‥－－▼・・‥＝‥・－▼－・▲－－・－ ＝・‥一・・－」  

ユ」」‾ †  

を壕q  

1：金沢大鱒準の優遇  

2：蜘飽］適鷹野免よ重畳  
3：遅聖餐墜邑竪盈  

4：登堅墾担二撃  

遷よ長贋遠  

1：金沢大閂紫の鞋週  
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大間鹿を知るために：医療の良心を守る市民の会  0即02／OSll：10  

2：群生労♯大臣らに発てた打出医障の上申書  

g♂ク5卒夕月g7β  

搾紺揺愛犬摩  

厚生労敵方声  

冶靡のあり斉に常する酔余  

涙顔戯藩庇屑問診鎗討藩邸  

蒐虔摩潔題習靡凛儲  

とト詳戯廉鳩一層持た慶應研究昭  

彦〃方に射す感常闇磨資  

とト脚に対する卵重層密  

度告発労音鮒／野点  

厚生磨励首厚顔慮長  

殿労相沓鑑査艶琴題  

厚生労勝者慮鹿帝展  

贋造労劇者庶凝澄男相好  

小泉好「郎威  

屠正 秀ス。宥  

重層 爵疲戯  

費貞 各位膠  

着眉 さ政厳   

重眉 容政財  

鼻犀 多銀綴  

据井】超克厨  

励野 秀明漸  

扮ダ斉藤厳粛  

中点 正恵。野  

点ノJ／唐桑願  

皮膠科学者．受命鎗督∵安倉が金  

線家慶遊びとト∬紹忍紡究都子番貞疫  

ユタローン暦併発棚作紺会  費磨 容貌好  

肘記姜のランダム化比楼試農は賑應研究ではないので諭験着のインフォームドコンセントは必  

要ない、とする国および治験の権威者の見解を円い、濃数者保護法の擁立をまめる上申書  

金沢大学病院．渡用人科 打出 喜銭  

拝啓  

r第5回治放のあり方に関する牧村会j（ZOO5年7月之2日開催）他検討会において配布され、議事次第にー当日配布資  

料Jとして鵜癒された、禅摘典教授、増田聖子弁護士、光石忠敬井凛士連名の意見書（ZOO5年6月28日  

付；httⅨ／ノ㈲〟W．mh如．q仇ぬ／sh油／200S／07／細72Z－4．ht雨）において、払が関与してきた裁判について嘗及されていますので、  

その裁判において国や治験の権威者噸 ヽので攣義老中インフォ 

金華ないjとの趣旨の見解を示してきた経緯の概略につきご報告申し上げると共に、福島民ら意見書と  

同日浸出された他の2つの意見書にもあるように、披扱者保護のための法的管理体制整備の必要性を、私自身の経験から上  

申いたします。発会において是非ご検討下きいますようお廉い申し上げます。  

敬具  
12  
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金沢大問題を知るために：医綬の良心を守る市民の会  

＊本上啓啓は、「舞5画論験のあり方に関する検討会」同様、各委農会費農および傍聴席に配布し、番屋  

会ホームペ十ジに掲載いただけるようお願いいたします。当方においてもインターネットにて公開し、報道  

関係竜にも配布いたします。  

◇上申の趣旨と理由  

弘は、現在も勤める現周立大学法人金沢大学・医学部附属病院で1998年に行われた「同意無き臨床試験j裁判に、  

者ご遺族の証人として関わって参りました。その裁判では、国をはじめ、臨床試験の指導的お立場であられるA教授、  

08／0之／0511二10  

授、C教授の三氏がお揃いになって一閲  
蜂重要な拉」Lとするような意見を述べられました瞥  

園は、平成15年9き＝2日の控訴審第1準備書面において「本件クリニカルトライア．腱j について、r蛙鋼璧擬されて  

阜草畔£と考  

えられるjと述べ、平成16年11月1日付最終準備半面では「杢艶盈象く筆者注：1998年）ば、現在ほどインフォームド  

コンセントに対する慰謝ま高＜なかったことを考え併せれば、‥・本件当臥雲書によるインフォーム 匹コンセント  

豊郷と述べています。また軋 B、C教授の三氏は、一夕りニ力みト  

き蜘とプロトコルに濁されテンダ姻モ享年が、市販後の美都を対象としていることから、嵐岨  

卑見宣妊必登なl！として園を支持する見解を述べています。  

1979年に批准された国騒人権自由権規約は、同意のない科学的・医学的夷験をいかなる場合にも禁じています。また泰  

件が薪GCP成立後の市販後昏康輔であったことからしても∴新GCP以降治験は適切に行われているので治験の規制緩和が  

必要だとする見解、治験以外の臨床輔の法的管理は必要なしとする見解は、問い直す必要があると斬じざるをえません。  

以下にその裁判経過境地を記し、瑚牲を上申す尋 と共に、文塞忘左奥隆二重患  

郷里生見を述べます。  

（1）藍汲審査垂農会の職能不全：機敏者保護法に基づく公的第三者機鞘としての審査燥舗設立の必要性  

（2〉 詞及び国立東学法人の静座試幾についての立濃：ー治験一畳外の紘疲諌験の法的管理体制の必要性  

モき〉 臨床試扱の権威者の蛮識：ー治験Jにぁげる損壊者傑踵のあり方を開い直す必要性  

；主 

A級綬：X底科大草産科婦人科敦数日奉M学食細長・評横臥 日本N学会評拷貝、日本0学食理事．P共同研究会・Qプロト  

⊃ル票農兵。  
B教授：Y大学医学馳附璃病院旺床試鉄管理センターtセンター畏う  
C教授：Z大挙東根・医学顔附属病院識別捗最．  

◇裁判経過の概略と上申あよび理由の詳細  

7 く裁礪遜頗詔＞  

1997年の新GCP成立後の1998年、硯国立大学法人金沢大学産婦人科では、製薬企発から秦託された臨床酪吸および市販  

後欝査が行われていました。1999年6月、その臨床駄験の被娩老に無断童鼓された患者がこれら臨床試験でのインフォー  

ムドコンセント不備を鵠萌し、3年8ヵ月の巷談の末、2003年2月の地裁（金沢地方裁判所第二鮮平成11年くワ）第307琴  

線審賠償講演）  

虹エ⊥」ニ止！土ごこここ三∴Lニ⊥と；ユJ」ユニエL：」ニユ」出ご舶こ巳ヱ長上二⊥三上址ユニここ立』上土エ」血二．よふニニシ  

は、「患者は，主治医が，患者のために最善の治療をしてくれていると信じて苦しい抗がん剤治療に耐えてきたのに，本件  

クリニカルトライアルに登録されていたことを知り，自分に対する治濠が一棟の実験だったと理解し，激しい憤りを感じた  

ことが辞められる。Jと判示し、クリニカルトライアルく臨床試験）の無断登録啓策を澄め、その拷静的嘗塙の慰謝が必要  

と評定しました。  

ところが被告であった国はこの判決を不服と栓訴しました。控訴審の第一準備書蘭には「本件クリニカルトライアルに症  

例登録されることについての耽明を受けるぺきであったかどうかについては、症例登録されてもされなくても、受ける治療  

内容に差異がなかったのであるから、殊常に説明を要するべき事項ではなかったと考えられるJと記されていたのです。2  

年Zカ月に及ぶ審議の束のZOO5年ヰ臥高裁においても（名古屋高等裁判所金沢支部平成15年（ネ）第87考強寒賂慣請求  

控訴事件  
噂Pぬ嗅）、r本件説明強  

請違反は，本件クリニカルトライアjレの目的，本件プロトコル（研究計画覆）の微要，本件クリニカルトライアルに登録さ  

れることが患者に対する治療に与える影響等について艶明をし，その同意を祷なかったことにあるところ、‥・患者は，  

本件艶明職務違反により，相当確腐の精神的苦痛を綴ったものと褒めることがで尊る。」と、地裁判決と同様「臨席試験の  

被験者に対する艶明数枚違反jが詑定されました。  

控訴人の霹五大筆法人金沢大学はこの高裁判決を受けÅれましたので、この設定詳分は確定しました。しかし患葛飾は、  

にの藤廃酸駿の抗癌剤の「商用恥部分は医師の戴温権の一群だから、患者への鋭明は不要であるjとする高裁判決静分  

は、患者の自己決定権を侵害するものとして上告しています。  

g く仁者厳粛ガのノ蕗㈱を藷瑠に家督する滋野経＞  

13  
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08／0之／OSll：10  亡失照農を知るために：医漂の良心を守る市民の毒  

以下の3点より、隊床試験の法的管理が必要であると患われます。  

（り鵬茸委員会の纏ま不全：醜♯者耀護法に基づく公的歳三老儀爛はしての♯嚢体銅放生の綿性  

韓床試験実施の隋には、施設（倫理）審査季長会（lRB：l関根utionalReview軌泊d）の承認が必要となって釆ました  

が、大学病院と育った多士済々が委員としてそろう施設においてさえ、この沢8は充分機能しているとは言えません。  

と申しますのは、臨床試験申請者は各施殴の当敬分野第一人毛であるのが通例ですので、1R8の委員には、その第一人毛  

が申請した臨床駄験の（一般的暇庇は指摘可としても）専門的問轟点の緒梼が出来ない鳩舎が往々だからです。  

金沢大学病院で行われた臨床試験に関するX医科大学産科婦人科教授・A氏意見書にはrCP標法及びCAP療法はどちらも  

卵巣がんに対する優れた杭がん化学療法で、昭和60年硬から現在にいたるまで、多くの施牧で行われている標準的医榛であ  

ります。よって平成10年の時点において、奏功率を比較する臨床試験（無作為化比較試験）の対象とはならないことを証言  

いたします」と書かれていました。  

A教授からすると“対象とはならない”臨床試腰でも、金沢大学病院では産婦人科教授が申請すれば、それが「臨床試  

験jとして行われたという現実がありました。（なお、A教授は、“対象とはならない”臨床駄験を乗務することの非倫理  

性には触れず、毘を擁護する証音をしています。）  

金沢大学病院で行われた瞥床試嶺では、そのプロトコルに「説明と同軌の必要性が明記きれていたにも拘わらず、実際に  

は、臨床覿験に関するインフォームドコンセント無しに患者さんは被験者にされていました。このような規束にも当大学  

択Bは、インフォームドコンセント連反を訴えた裁判がおこるまでは何も知らないような状況にありました。濁立大学病院  

摘旧でさえこうした現業ですので、中小病院収Bで充分な機敏考保護が出来るかとめ疑念は禁じ得ません。  

沢Bの設立主旨は被験者保護にあると患います。ですから、まず臨床鼓験プロトコルの科学性・倫理性についての事変  

は、利益相反の面からも、披験巷の保護を直接の目的とする法律を根拠法としで毀計された∴終設から独立の、公的第三者  

機関としての「セントラル択Bjに任せるようにすべきですくもっともこれは∴現行GCPの規制緩和策としての、施扱ごと  

の重複審査による業務負担軽減を目的としたものとなることば許されません。そのような設計では、機能不全の頚守引RB  

が、さらに数が減ることによリー屑機能しなくなるという結果にしかならないからです）。  

ですからーセントラル1RBJは、抽験蕃保護を目的とする法律に拠り、アメリカの「披故老保護局jのような中央組織を  

伴う涜設計とすべきです。そして各施設のIRBは、そこで行われる臨床試験の揚験巷保護に目を向け、被験者のきめ細かな  

ケアを目婚す体制となることで初めて、被験膏の尊厳及び人様は守られるのだと弘は思います。  

く2）昌及び国立大学法人の払戌珊についての豊壌：ー治験J以外の醐の法的管理体制のあ蔓性  

新しい薬剤の相中鰊を目的とする臨床駄験（治験）の場合、その新薬が既存轟より有効か密かは治験終了まで未知であ  

ること，また、治験開始鰍こは来知の致死的有吉事象が見つかる場合もあることなどから、治験被験者保＃の目的でー蔓書  

法jの下に、治験は行われて来ました。  

ところが治験以外の「研究者主導の臨床楓では、それに用いる薬剤が保険収載済みの場合には「医師の裁凱の名の  

下に、その被験者となる愚者の了解もなく、薬剤潅付文書に未配載の用法・用量を㌻輔Jする場合がありました。金沢大  

学病院での臨床試験は、まさにこの例にあたります。  

こうした「臨床試験j全般の適正推進を目的として、平成15年7月厚労省はー臨床研究に関する倫理指針J（告示第Z55  

卑）くht細：／／酬爪V．血ci．qo，ぬ／由而／雨dex．htmけを策定し、インフォームドコンセントの必要性を明記しました。しかし  

この倫理梅軒を告示したその年に、皮肉にも胃は「篠床試験でのインフォームドコンセントの必要性」を判示した金沢地裁  

判決を不服とし控訴したのでした。平成16年11月1日の控訴人最終準備♯面にはー本件当時は、現在ほどインフォームドコ  

ンセントに対する意地は高くなかったことを考え併せれば、現在の基準（「臨床研究に関する倫理指針」を指す）であって  

も、本件クリニカルトライアルが文書によるインフォームドコンセントの対象にならないと考えられる以上、本件当時、文  

啓によるインフォームドコンセントを謂るべき農務があったとは、到底認められないjと記されていました。この箆の主張  

は、r臨床研究に関する倫理指針Jが有名無実であることを示します。  

このような現況にあって、r高度先進直軌の名のもとに、実験段階の医療技術、乗承訝の郷地治療などが推進されてい  

ます。「高度先進医療Jに申請するための症例を隻請する過程においては、被横着を保護する法的管理体制はありません。  

そのような中で、医師（研究者）の患いつきの療法を、充分な説明もなしに薦められた患者が声を上げ始めているという報  

道も続いています。r蓬をもつかむ患い」の患者が、医学的エビデンスのない医療に高額な治療費を自費診蕪として支払わ  

されている例もあるようです。  

現行の「治軌において、海床試験の科学性と倫理性を確保するための方法が確立されたと考えるのであれば、その体制  

を「治験j以外にも広Iナていく方策の検討は、r治験のあり方に関する検討会Jの兼務であると考えます。  

（3）臨鹿賀眈の絨脊の意識：ー治牡Jにおける畿♯春耀壌のあり方を閂い轟すあ辛饅  

「同寒無き臨床試験裁軌の経過中、r治軌 r臨床試軌について指導的立場にある権威の方々からの意見書が出され  

ました。A教授、8教授、それにC教授かちのものです。これちの方々の意見書は以下のようなものでしたので、その一部  

を転載致します。  

◇A教授意見書（乙弟31考証、平成13年1月ZO日）：  

rcp療法及びCAP療法はどちらも卵巣がんに対する浸れた抗がん化学療法で、昭和60年頃から現在にいたるまで、多くの  

島牧で行われている標準的医療であります。よって平成10年の時点において、奏功率を比較する臨床試験（無作為化比較試  

験）の対象とはならないことを証貰いたします。金沢大学医学部附属病院産科一掃入劉で採用されている用法・用量に閲し  

14  
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ても保険適応内の安当な治諒であって、例え啓後、南東法の治療成槙を集計し比較したとしても、何ら問題のない自主研究  

の範頓であると考えます。」  

◇B教授蔑見啓（乙第3ヰ考証、平成13年6月2ア日）：  

「第2で㌻市販後調査Jについて嬢々艶明したところであるが、卵巣がんをはじめとするがん鍾のイヒ学疫法による好申球減  

少症の患者に対して、ノイトロジン製剤（保険適応内）を投与し、後日にこれを検証することは、あくまでも前記第2の  

くZ）の特別調査に位置付けられ、打出医師の陳述書で言う「臨床実験」に該当しないことは明らかである。」  

◇C教授意見音ほ第35考証、平成13年6月Z8日）：  

rさて、本件で開演となっているノイトロジンでありますカ㌔ この薬は平成3年の発売当初から卵巣癌を初めとするいく  

つかの癌腫に対する化学療法による好申球威少痘が適応の秩粒球増加薬です。従って、例え、平成9年末に受診・加療した  

本件対象選者に本剥が使用されたとしても、保険適応範瀾内であり、なんら問題視されるべきものではないと患います。ま  

た、市販後調査として、特別調査”を実施していたとしても、本件においては、上記のとおり、本邦を保険適応内で使用し  

ていることから、特別調査Ilの内の筑験には当たらず調査に鼓当し、患者からの同意取締は義務付けられていません。」  

A教授意見音で音及されたところの、CP療法及びCAP療法を比較したクリニカルトライアルのプロトコルの目的には、  

r卵巣癌の費適な治療法を確立するた捌こ、‡蔓期以上の症例を対象として、今回高用羞のCAPとCP寵法で無作為比較試験を  

することにより、患者の長期予後の改善における有用性を検討する。あわせて商用濠の化学療法におけるG－CSFの臨床的有  

用性についても検討する。」と記されていました。  

同時に行われていたrノイトロジン 特別調査”（卵巣癌）jの目的には、r如tensi専CAPノCP療法におけるノイトロ  

ジン注の投与タイミングの検討を、好中球回復効果及びQPL（発熱等）によって検討すると共に、ノイトロジン注併用によ  

り本化学療法が完遂出来るか菅かについて、その際の奏効率及び安全性と併せて検討する」と寝かれており、またこのプロ  

トコルには、この調査を萎託した企真による以下のような記載もなされていました  

く下記下鞍は、そのプロトコルに記載されたまま）。  

r脚卿と畢畳  
試験担当医師は、本試験の実施に先立ち原則として草孝孝夫に射し，下記の壌項について十分に説明をした上で、自由濃  

患による文革で頃国立を鱒阜（未成年者の場合は洲入）。本人に艶明が出来ない場合には、家族（運筆托翠Åj  

に良く艶明し、文凝㈱鼻。同意は覿明した医師と説明を受けた患者の署名練乳同意を得た日付を記載した  
文啓として保存する“また、代理人による同登の場合は、同窓に関する記録とともに同意者と患者本人との関係についても  

記録を残す。  
1）本韓床試験の目的および方法  

2）予期される効果および副作用  

3）他の治療法の有無およぴその比較  

4〉患者が試験の歩力椚こ同意しない場合であっても不利益を受けないこと  

5）患者が試験の参加に同意した場合であっても随時これを撤回で牽ること  

6）その他愚老の人権保療に期し必要な事項  

7）その他」  

これら事轟からすると、A教授、B教授、C教授のご恵見は承服しかねるものですが、もし、治験や臨床試験について指  

導的な立場にある各氏のご意見がここに示されたとおりであるならば、硯行倖働下の治験における被験者の保護も東質的に  

確保されていると嘗うには疑わしいと思わざるをえません。  

3 ＜む㌻が＞  

昔は∴酷い臨床試験がたくさんあったが、新GCPが成立した1997年以降の「治験Jは適正に行われているので、施設ご  

との垂見合に申誇する手続きの煩雑さを解消する唐疎からも、治験の規制緩和が必要とのご恵見があるようです。  

こうしたご意見が大きく反映されてか、金沢大学病院で行われていた「臨床乾級jには、同意原則すら適用しなくても良  

いと国（後に国立大学法人）は裁判で主張しました。また、現在の治験に関わる権威者三氏もそれを支持するかのような意  

見音をお出しになりました。  

たしかに我が国の発展を考えるとき、治験や臨床試験の推進は障られるべきでしょう。しかし、その推進は被験者あって  

のものです。ですから上述のような被験者軽視ともとれる「凱や「権威」の迷妄を糾すには、まず第一に、簿外常にある  

ように「人を対象とする研究」・「臨床試験」の法的定纏を明確にすることにより国民的コンセンサスを形成し、内実のあ  

る被験者保護体制と臨床試験の信頼性確保のために「法的管理体制j整備が喫緊であると考えます。  

以上より「被験者保護法j制定に向けての検討を後腹先辞意とされることを上申する次第です  

く宿屋腰易＞  

木上中書を準海中に、rヒト幹細胞を用いた臨床研究の在り方に関する専門委亀会Jの再開、rヒト胚研究に関する専門  

委最会Jの新たな開催について知りましたので、文部羽撃省「生命倫理・安全節会Jr特定倭及びと卜ES細胞研究専門萎農  

会j r人クローン胚研究利用作業部会Jにも合せて、纏験者保護法制定の必要性を上申いたします。  

かねてより私は産婦人科医として、胚や中絶された胎児の再生医学への利用について、現在のような法的管理体制の憩い  

申で早急に牢記する制度投計に射し異論を唱えてまいりました。ZOO2年の胚利用についての新聞投稿1に応じて∴京都東  

学再生医科学研究所の倫理委最長をなさっていたD民より、殊夢所属する医学部最宛に私の評議を迫るかのような草紙が届   
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けられたこともございましたので＄、生命倫理零門調査会ではES細胞研究は適正に行われているとの法論のもとにクローン  

胚作成を容認する見解が示されたことに対しては、弘は疑問を感じております。   

その後、文部科学省・厚生労働省にまたがって審議会が開催され、ボランティアからの卵子提供の是非が、有償提供の是  

非も含め経論されているようですが、これは女性の尊厳を大き＜規ねかねない方向であり、その現場を知る産婦人科医の一  

人としてこの方向は容詑できるものではありません。ボランティアヘの卵子提供依頼を正当化しうる医学的意義があるかど  

うかを論じるとすれば、それは擬制りの審議会ではなく、国会で、国民的合意を形成しうるかどうかの議幹が必要と考ぇま  

す。上妃生命倫理専門調査会報告書に反対意見書を出された法律家の方が、審議会では法制化の必要性を唱えることを綾え  

ておられるご捜子と側聞致しますが、我が国の生命倫理面からも、十分なご議論をお廉いしたいと患います。   

rヒト幹細胞jの委員会では、中絶胎児の利用についての検討は別の委員会を敷けて行うとされたようですが、同意能力  
のない人から組織や細胞を採取して行う研究を、現行のような法的管理体制のないまま容許する「指針」は、例えそれにど  

んな厳しい条件を設けたところで、その条件を研究者に遵守させる実効性、罰則など、がないとなれば、全く意味がないと  

考えます。   

どうか、一刻も早く、このようなバラバラの縦割りの行政指針でごまかすようなことなく、国会審議を経て披験考保護法  

制を確立する方向へと、行政側からも方策を検討していただけますよう、お願い申し上げます。  

以上  

ム上に戻る  

3；遭刊金■日空事  

ヤー左の画像をクリックしてください。  

別ウィンドウで拡大画像を読むことができます。  草  
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